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指定管理者募集要項

（大子町防災対応型観光交流施設）

令和８年４月

大子町観光商工課
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大子町防災対応型観光交流施設指定管理者申請要項

大子町では、大子町防災対応型観光交流施設（以下「施設」という。）の管理について効

果的・効率的に行うため、地方自冶法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

及び｢大子町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例（平成１５年条例第２４

号）｣第２条の規定により、下記のとおり指定管理者の募集を行います。

１ 管理運営の基本方針

指定管理者の創意工夫による質の高いサービス提供を期待します。

なお、次の各方針を遵守してください。

（１） 目 的

産業及び観光の振興と道路利用者に地域情報等と憩いの場を提供するため、

管理運営を行うものとします。

（２） 運営管理の基本方針

施設を有効に活用しながら、観光客及び地域住民の多様なニーズに応えた平

等なサービスの提供・施設の利用促進を図る。

（３） 維持管理の基本方針

施設のもつ機能を常に正常に保持し、利用者の快適かつ安全な利用を図ると

ともに、適正な維持管理を行うものとします。

２ 施設の概要

（１） 名 称 大子町防災対応型観光交流施設

（２） 所在地 大子町大字大子８６６番地３

（３） 設置目的

この施設は、地域間交流の促進及び観光の振興により賑わいを創出するとと

もに災害に強いまちづくり推進を目的として設置されました。

（４） 設置予定 令和８年８月

（５） 設置根拠 大子町防災対応型観光交流施設の設置及び管理に関する条例

（令和８年条例第１号）（以下「条例」という。）

（６） 指定管理区域の概要

①敷地面積 ７，７５８．０２㎡

②施 設

建 物

○観光交流施設：鉄骨造、２階建て、延床面積２，７９９．２４㎡

○イベント広場：鉄骨造、延床面積１，８８２．２６㎡

○管理・控室棟：木造、延床面積１８３．８３㎡
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○トイレ棟：木造、延床面積４３．２６㎡

附帯設備等

○足湯：１２．８５㎡

○プロパンガスボンベ庫：４．００㎡

○ごみ置場：６．０４㎡

○受水槽ポンプ室：６．００㎡

○遊具広場・スケボー広場：１，０３６．４５㎡

○その他条例に定める設備等のほか浄化槽等の施設と一体的に管理する設

備を含む

備 品 事務用機械器具類及び電気機械器具類、その他備品一式

３ 指定管理者が行う業務

指定管理者は、管理運営の基本方針を踏まえ、条例第６条に定める以下の業務（以下「指

定管理業務」という。）を行います。なお、④には利用者への観光案内も含まれます。

① 施設、附帯設備及び備品の利用の許可に関する業務

② 施設等の維持管理に関する業務

③ 条例第１３条に定める使用料（クライミングピナクルを除く）の徴収に関する

業務

④ その他、施設等の運営に関し町長が必要と認める業務

４ 管理の基準

条例第５条・第７条から第１３条に定める管理の基準に基づき、運営することとしま

す。

（１）関係法令等の遵守

地方自治法等関係法令及び条例等の規定を遵守し、適正な管理を行う必要があ

ります。

（２）平等かつ適切なサービスの提供

利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行う必要があります。

（３）適切な施設の維持管理

広く利用者への利便を図る上から、施設の安全性を重視するとともに維持管理

については適切に行う必要があります。

（４）個人情報の適正な取扱い

指定管理者は、指定管理業務を通じて取得した個人情報について、その取扱い

に十分留意し、保護を図るために、別途締結する協定において必要な措置を講じ

ることとします。

なお、正当な理由のない個人情報の漏洩等については、大子町個人情報の保護



4

に関する条例に基づく罰則が適用される場合があります。

（５）事業計画書及び収支計画書の提出

毎年度１０月末までに、次年度の事業計画書及び収支計画書について、町と調

整のうえ作成し、提出してください。

（６）事業実績報告書

毎年度終了後５０日以内に、指定管理者業務全般に係る事業実績報告書を提出

してください。

（７）業務の一括再委託等の禁止

指定管理者は、管理に係る業務を一括して第三者へ委託し、または請け負わせ

ることはできません。なお、業務の一部を委託する際には原則として事前に委託

先、委託内容について町の承認を得る必要があります。

（８）守秘事務

指定管理者は、業務上知り得た内容等を第三者に漏らしたり、自己の利益のた

めに使用することはできません。指定期間が終了した後も同様とします。

（９）情報公開

指定管理者は、指定管理業務を通じて作成、取得した情報について、開示や提

供の申出があった場合には、これに応えるために情報公開規定の整備や施策の充

実等に努めることとします。

（10）環境への配慮

指定管理者は、環境関連法令を遵守して指定管理者業務を実施する必要があり

ます。特に省エネルギー推進等へ積極的に取り組みを行ってください。

（11）その他

管理の基準に関する細目は、別途町と指定管理者の間で締結する協定で定める

こととします。

５ 指定管理者と町における責任分担（基本的な事項は別表のとおり）

指定管理者と町の責任分担の詳細については、別途協定で定めますが、町の基本方針

は、前記「１ 管理運営の基本方針」のとおりとします。

ただし、条例に疑義等がある場合、又は定めのない事項については、指定管理者が町

と協議して決めることとします。（別途管理運営協定書の締結必要）

６ 指定管理者の指定期間

指定期間は、令和８年８月に予定する施設完成・引渡しの日から令和１１年３月３１

日までを予定しています。この期間は、議会議決後、正式な指定期間となります。

なお、議会の議決をもって指定管理予定者として施設の管理・運営に係る各種協議に

参加していただくことになります。
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７ 利用料金収入

利用者が施設の利用のため納付した利用料金は指定管理者による自主事業を除き収受

させないこととし、全額町へ納付していただきます。なお、指定管理者が自主事業を実

施する場合にはあらかじめ町長の承認を得てから実施するものとします。

８ 指定管理業務に係る経費等について

（１）経費

指定管理業務に要する経費については、各年度ごとに指定管理者から提出された

収支計画額を踏まえ、町と指定管理者との間で協議し、毎年度の年度協定において

定めます。

（２）経費の支払い

町は、指定管理業務に要する経費を「管理委託料」として各年度に予算計上し予

算の範囲内で支払うこととします。

（３）管理委託料の精算

利用料金等を収受させない管理方式であり、指定管理業務を町が示した水準どお

りに確実に実施する中で、当該年度の管理費相当額を支払うこととし、原則として

清算による返還を求めません。ただし、指定の解除及び施設の目的使用ができない

等の場合は町との協議となります。指定管理者の運営に起因し不足額が生じた場合

は、原則として補填は行いません。

９ 申請の手続

（１）応募資格

施設管理業務が可能で、かつ、施設の有効活用が図られ、知識・経験が豊富な町

内に所在する法人、その他の団体

（２）提出書類

申請にあたっては、以下の書類を提出期間内に町に提出すること。

※ 注意事項

・ 町が必要と認めるときは、追加資料の提出を求めます。

・ 提出後、書類の内容を変更することはできない。

・ 町に提出した書類は返却しない。

ア 提出書類

① 指定管理者指定申請書（別紙様式第１号）

② 事業計画書

③ 収支計画書
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④ 申請者に関する書類

（ア） 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれに準ずる書類

（イ） 法人等の予算関係書類

（ウ） 法人等の決算関係書類（直近２か年の貸借対照表、損益計算書）

（エ） 法人等の現在の組織及び職員体制に関する書類

イ 提出方法及び提出場所

申請書等の提出は、直接持参すること。

［提出先］

大子町役場（２階）観光商工課

〒３１９－３５２１ 茨城県久慈郡大子町大字北田気６６２

電話０２９５－７２－１１３８(直通)

ウ 提出期限 令和８年５月８日（金）午後５時まで
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（別紙責任分担表）

指定管理者と町における責任分担

＊ 指定管理者の責めに帰すべき事由（故意・過失・怠慢等）により生じたものについては、指定管理者

の責任（負担）となります。

項 目 指定管理者 大子町

● 公の施設管理運営

（施設の利用調整、使用の指導、案内、

警備、苦情処理、安全衛生管理、利用促

進等）

○

● 公の施設維持管理

（清掃、施設の保守点検、光熱水費等の

支出、物品・消耗品管理等）

○

●施設の利用許可・販売許可（受付・許

可・利用料金・販売金等徴収業務）
○

●個人情報の保護・管理 ○

● 災害時対応

（連絡体制の確保、被害調査、報告及び

応急処置）

○
○（災害状況による指

示等）

●災害復旧（本格復旧） ○（責めに帰すべき事

由であるとき）
○

●町有施設の火災保険の加入 ○

●利用者に係る保険の加入 ○

●施設の修繕・改築等の実施

（１）施設設備 見積額（５０）万円未

満の修繕・改築
○

上記以外及び修繕費用の

累計額が当該年度の収支

計画の予算の範囲を超え、

経営の安定を著しく損な

うおそれがある場合

指定管理者と町において協議し決定する。

（２）備 品 見積額（２０）万円未

満の修繕・更新
○

上記以外及び修繕費用の

累計額が当該年度の収支

計画の予算の範囲を超え、

経営の安定を著しく損な

うおそれがある場合

指定管理者と町において協議し決定する。


